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「病床機能再編支援事業給付金」の支給について 

 

○ 経   緯 

国は、地域医療構想の推進のため、病院又は診療所であって療養病床又は一般病   

床を有するものが、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再

編を実施する場合、減少する病床数に応じた給付金を令和２年度から支給している。 

 

○ 支給要件 

 地域医療構想を実現するため、病床削減の対象病院等の、病床の機能分化・連携

に必要な病床数の削減を行うものであることについて、地域医療構想調整会議の

議論及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県が必要と認めたもの。 

 病床削減病院等における病床削減後の許可病床数が、平成30年度病床機能報

告、もしくは令和2年度病床機能報告のいずれか少ない方における稼働病床数の

90％以下であること。 

 

○ 今回の支給対象 

 箭本外科整形外科医院 ［２９，６４０千円］ 

慢性期病床数：H30.7.1  １９床 

R4.10.1  13床（△ 6床：介護医療院へ転換） 

R８年度    ０床（△１３床：無床診療所化） 

 

無床診療所化を行い、外来・在宅医療を中心とした医療機能と、介護保険施設を

一体的に運営することで、地域の医療ニーズへの対応及び経営の安定化を図り、

持続可能な医療提供体制の確保に資するものとする。 

 

 

 

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1 

 病床機能再編支援事業給付金交付要綱第３条（１）エにより、「単独病床機能再編

計画」を地域医療構想調整会議（R8.3.11 開催）において協議。 

 医療審議会での意見を踏まえ、地域医療構想の実現に向けて必要な取り組みで

あると認められる場合には、給付金の支給要件を満たすものとする。 

＠2,280 千円   ×    ２床  ＝   ４，５６０千円 

 （病床利用率に応じた単価 ※1）  （減少病床数） 

＠2,280 千円   ×   １１床  ＝  ２５，０８０千円 

 （最も高い単価 ※2）      （減少病床数） 

13 床減 

※1 平均実働病床数：17 床 

 

※2 平均実働病床数を超えて

削減する場合は、最も高い

単価を適用 
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○参考 

減床１床当たり単価は、病床利用率により変動する。（単価表は次のとおり） 

 

病床利用率 減少 1 床あたりの単価 

５０％未満 １，１４０千円 

５０％以上６0％未満 １，３６８千円 

６０％以上７0％未満 １，５９６千円 

７０％以上８0％未満 １，８２４千円 

８０％以上９0％未満 ２，０５２千円 

９０％以上 ２，２８０千円 

                              

 

減少 1 床あたりの単価表  

※病床機能再編支援事業給付金交付要綱（県） 


